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新
型
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症
に
係
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特
別
休
暇
の
承
認
に
つ
い
て
の
専
決
の
特
例
）
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
感
染
症
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。）
に
係
る

特
別
休
暇
の
承
認
に
関
し
て
、
別
表
第
一
各
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ホ
、
各
次
長
の
専
決
事
項
の
項
ニ
、
各

課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
チ
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各
課
長
補
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（
総
括
担
当
）
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ロ
及
び
各
所
長
の
専
決

事
項
の
項
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、当
分
の
間
、別
表
第
一
各
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ホ
中「
及

び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
及
び
第
三
十
三
号
（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
感
染
症
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
と
、
同
表
各
次
長
の
専
決
事
項
の
項
ニ
、
各
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
チ
、
各
課
長

補
佐
（
総
括
担
当
）
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
ロ
及
び
各
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
七
号
中
「
及
び
第
二
十
八
号
か

ら
第
三
十
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
及
び
第
三
十
三
号
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
と
す
る
。

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
「（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

四
号
）」
を
削
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
事
務
決
裁
規
程
の
規
定
は
、
令
和
二
年
三
月
二
日

か
ら
適
用
す
る
。
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